
通常総会議案書

日 時 平成２３年５月３０日 午後１時３０分

場 所 大津市松本一丁目２番２０号

滋賀県農業教育情報センター
１階 生活企画相談室

社団法人 滋賀県造林公社



自 平成22年4月 1日
平成22年度

至 平成23年3月31日

事 業 報 告 書



１．特定調停

当公社が経営改善を図るため、債権者との債務額の確定と債務の支払い方法の協定を求め、

平成１９年１１月１２日に大阪地方裁判所に申し立てた特定調停については、平成２２年度中

に第８回から第１２回の調停期日が開催された。

この中で、平成２３年１月６日の第１１回調停期日において、分収造林事業等が琵琶湖周辺

の森林が持つ水源かん養機能を高め、森林資源を造成し、あわせて農山村経済の基盤の確立及

び民生の安定、社会福祉の向上に寄与することに鑑み、公社の経営状態を改善し分収造林事業

を継続させることを目的とする調停条項案を示し、これについて各関係団体の理解と合意が得

られ、各関係団体の議会の議決を経て、平成２３年３月３０日の第１２回調停期日において、

特定調停が成立した。

これにより、当公社は次の（２）のとおり債務の免除を受けた。

当公社は、この特定調停成立の意義を十分踏まえ、健全な経営の実現を図るため、経営計画

の策定を進め、調停条項に基づき、滋賀県の指導、助言および支援を受けながら、公社林の有

する水源かん養機能をはじめとする公益的機能の発揮と伐採収益の確保に真摯に取り組んでい

くものとする。

（１）特定調停の経過

○平成19年11月12日 大阪地裁に特定調停を申立て
○平成19年12月25日 第１回調停期日
○平成20年２月６日 第２回調停期日
○平成20年３月６日 第３回調停期日
○平成20年４月21日 第４回調停期日
○平成20年６月18日 第５回調停期日
○平成20年９月16日 第６回調停期日
○平成20年10月30日 第７回調停期日
○平成22年11月11日 第８回調停期日
○平成22年12月２日 第９回調停期日
○平成22年12月24日 第10回調停期日
○平成23年１月６日 第11回調停期日
○平成23年３月30日 第12回調停期日（調停成立）

（２）債務免除の内容

※大阪府、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市および阪神水道企業団に対しては、
平成２３年５月２０日までに債務を一括弁済する。

※滋賀県および兵庫県に対しては、平成２３年５月２０日までに一部弁済のうえ、平成
２７年度から分収造林事業終了年度まで分割弁済する。

※上記一括弁済の資金として、滋賀県から1,431,922,089円を借り受ける。

元金 利息等 計 元金 利息等 計 元金 利息等 計

滋賀県 16,720,611,656 4,269,907,003 20,990,518,659 11,613,048,344 4,269,907,003 15,882,955,347 5,107,563,312 0 5,107,563,312

大阪府 3,486,159,000 4,154,434,508 7,640,593,508 2,860,432,040 4,154,434,508 7,014,866,548 625,726,960 0 625,726,960

大阪市 3,486,159,000 4,154,598,128 7,640,757,128 2,860,418,938 4,154,598,128 7,015,017,066 625,740,062 0 625,740,062

兵庫県 519,714,805 609,466,395 1,129,181,200 325,618,840 609,466,395 935,085,235 194,095,965 0 194,095,965

神戸市 95,834,950 112,586,693 208,421,643 78,760,936 112,586,693 191,347,629 17,074,014 0 17,074,014

尼崎市 383,342,311 450,309,406 833,651,717 315,049,047 450,309,406 765,358,453 68,293,264 0 68,293,264

西宮市 51,122,027 60,132,968 111,254,995 42,008,094 60,132,968 102,141,062 9,113,933 0 9,113,933

伊丹市 63,888,559 75,119,252 139,007,811 52,501,075 75,119,252 127,620,327 11,387,484 0 11,387,484

阪神水道
企業団

618,473,714 726,872,291 1,345,346,005 508,262,773 726,872,291 1,235,135,064 110,210,941 0 110,210,941

計 25,425,306,022 14,613,426,644 40,038,732,666 18,656,100,087 14,613,426,644 33,269,526,731 6,769,205,935 0 6,769,205,935

免除後残債務額

相手方 備考

債務額（23.3.30現在） 債務放棄額

単位：円
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２．事業の概要
分収造林事業については、引き続いて既植栽地の保育管理に努めるとともに、より経営の

安定化のため積極的に補助事業を導入し実施した。あわせて公社経営の安定化の一環として
受託事業および森林整備地域活動支援交付金事業に取り組んだ。

（１）分収造林事業
本年度は、既植栽地約6,978ヘクタールの造林地のうち、必要とする保育事業を延べ398.

36ヘクタールのほか、施設事業および森林改良事業を実施した。

平成22年度に実施した事業実績は次のとおりである。

（２）受託事業
平成22年度に実施した受託事業は次のとおりである。

事業
地数

備考

間　　　　伐 33 228.11 ha 47,245,800 円 8～9令級

病害虫獣防除 28 170.25 ha 11,217,150 円 8～9令級

計 398.36 ha 58,462,950 円

Ⅱ作業道開設 4 3,242 ｍ 6,851,250 円 幅員2.5m

計 3,242 ｍ 6,851,250 円

木　　　　起 3 19.05 ha 2,415,000 円 2～3令級

計 19.05 ha 2,415,000 円

68 67,729,200 円 全て補助事業合計

保 育
事 業

事業量 事業費事業別

施 設
事 業

森林改
良事業

区分 事業名 事業地先 事業内容 数量 受託先

東北部浄化
ｾﾝﾀｰ 背後
緩衝緑地
整備事業

彦根市
被害木伐倒
歩道整備

1式 506,100 円
(財)滋賀県
下水道公社

計 506,100 円

環境監視
業務

滋賀県下
全域

県内公園
指定地域ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

2ヶ月に1回
1式 2,480,000 円 滋賀県

林地保全
調査業務

東近江市
甲賀市

森林現況
基礎調査

（緊急雇用）
20,800,500 円 滋賀県

計 23,280,500 円

23,786,600 円

森林
管理
事業
受託

緑化
事業
受託

金額

合　　　　　計
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（３）森林整備地域活動支援交付金事業

ア．歩道の整備等
公社森林が所在する市町のうち、協定を締結している下記12市町において地域活動を

実施した。

イ．森林の被害状況等調査
昨年度に引き続き、協定を締結している下記５市町の公社森林において気象害、獣害

等の被害調査活動を実施した。

備考

394.60 ha 1,973,000 円 地域活動として取り組んだ事項

30.00 ha 150,000 円

964.00 ha 4,820,000 円

29.00 ha 145,000 円 （各協定共通）

807.00 ha 4,035,000 円 　(1)施業実施区域の明確化

13.00 ha 65,000 円 　(2)歩道の整備等

27.00 ha 135,000 円 　(3)その他

42.00 ha 210,000 円

344.00 ha 1,720,000 円

485.00 ha 2,425,000 円

旧長浜市 345.00 ha 1,725,000 円

旧木之本町 167.00 ha 835,000 円

旧余呉町 551.00 ha 2,755,000 円

旧西浅井町 230.00 ha 1,150,000 円

計 1,293.00 ha 6,465,000 円

1,570.00 ha 7,850,000 円

5,998.60 ha 29,993,000 円合計

高島市

大津市

栗東市

甲賀市

湖南市

東近江市

日野町

彦根市

愛荘町

多賀町
○協定期間は、各市町とも
  平成23年度まで

市　町　名 対象森林面積 交付金

○対象行為として、次のいずれ
  か1つ以上について実施

長
浜
市

米原市

備考

50.00 ha 500,000 円

甲賀市 40.00 ha 400,000 円

9.00 ha 90,000 円

8.00 ha 80,000 円

52.00 ha 520,000 円

159.00 ha 1,590,000 円

対象森林面積 交付金

○協定期間は、各市町とも
　平成22年度まで

高島市

合計

大津市

東近江市

多賀町

市　町　名
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３．公共事業等による潰地調書

４．市町別造林実績調書

(ｈａ)

甲賀市 信楽町 杉　山 東　南 368 0.42 送電線保守支障箇所

甲賀市 信楽町 畑 西　側 333-8 0.14 送電線保守支障箇所

甲賀市 信楽町 畑 西　側 333-11 0.18 送電線保守支障箇所

愛知郡 愛荘町 松尾寺 秦  川 1-8 0.02 送電線保守支障箇所

犬上郡 多賀町 大君ｹ畑 奥　山 1-17 0.14 送電線保守支障箇所

犬上郡 多賀町 仏  後 深　谷 23-2 0.07 送電線保守支障箇所

長浜市 高山町 虻　谷 3078-3 0.10 送電線保守支障箇所

長浜市 木之本町 古　橋 小兵知 879-8 0.20 送電線保守支障箇所

長浜市 西浅井町 山　門 茶　屋 572-5 0.11 送電線保守支障箇所

長浜市 西浅井町 山　門 茶　屋 572-19 0.12 送電線保守支障箇所

高島市 マキノ町 野  口 人  喰 804-1 0.06 送電線保守支障箇所

高島市 マキノ町 白　谷 山  田 533-2 0.02 送電線保守支障箇所

高島市 朽　木 平　良 折　尾 211-1外3 0.07 林道開設事業

高島市 朽　木 小　川 戸谷原 210-1外1 0.08 送電線保守支障箇所

高島市 朽　木 地子原 一ノ谷 393-1 0.02 送電線保守支障箇所

地  番 事          由面 積

合　計（　１５　箇所） 1.75

造    林    地    の    所    在 潰　　　　　　地

　市（郡） 町 大字等 字

18 448.06 448.06

1 37.99 37.99

2 39.07 39.07

29 1,012.47 0.74 1,011.73

2 19.34 19.34

29 955.02 955.02

1 43.02 0.02 43.00

16 425.71 0.21 425.50

1 26.89 26.89

50 1,596.09 0.53 1,595.56

14 548.59 548.59

61 1,825.27 0.25 1,825.02

224 6,977.52 1.75 6,975.77

（ha） （ha）

     市       町   　

平成22年度

潰地面積減少分

平成22年度末

造林地管理面積
事業
地数

米　原　市

長　浜　市

大　津　市

平成21年度末

造林地管理面積

湖　南　市

栗　東　市

（ha）

合　　　計

高　島　市

彦　根　市

多  賀  町

東 近 江 市

愛  荘  町

日　野　町

甲　賀　市
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５．業務事項
（１）役員人事

年 月 日 事 項

２２．４． １ 正木仙治郎（滋賀県琵琶湖環境部長）理事に就任

〃 廣田由行（滋賀県会計管理者（兼）会計管理局長）監事に就任

４．１３ 高井芳朗（兵庫県総合政策室長）理事に就任

２３．３．３１ 西嶋栄治（滋賀県総務部長）理事を辞任

〃 押谷 正（滋賀県琵琶湖環境部技監）理事を辞任

〃 廣田由行（滋賀県会計管理者（兼）会計管理局長）監事を辞任

（２）総会および理事会

区分 開催年月日・場所 議 決 お よ び 報 告 事 項

通 ２２．５．２８ 議第３号 平成21年度事業報告および収支決算につき議決
常 を求めることについて （原案どおり可決）
総 滋賀県
会 大津合同庁舎

臨 ２３．２． ７ 議第１号 相手方滋賀県に係る特定調停の合意につき承認
時 を求めることについて （原案どおり可決）
総 滋賀県庁本館 議第２号 相手方大阪府に係る特定調停の合意につき承認
会 を求めることについて （原案どおり可決）

議第３号 相手方大阪市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第４号 相手方兵庫県に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第５号 相手方神戸市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第６号 相手方尼崎市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第７号 相手方西宮市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第８号 相手方伊丹市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第９号 相手方阪神水道企業団に係る特定調停の合意に
つき承認を求めることについて

（原案どおり可決）

通 ２３．３．２８ 議第10号 平成22年度事業計画の変更および収支補正予算
常 につき議決を求めることについて
総 滋賀県 （原案どおり可決）
会 大津合同庁舎 議第11号 平成23年度事業計画および収支予算につき議決

を求めることについて （原案どおり可決）
報第１号 特定調停にかかる各関係自治体・団体の議会に

おける議決状況について
報第２号 旧農林漁業金融公庫を相手方とする特定調停を

取り下げることについて



- 5 -

区分 開催年月日・場所 議 決 お よ び 報 告 事 項

理 ２２．５．２８ 議第３号 平成21年度事業報告および収支決算につき議決
事 滋賀県 を求めることについて （原案どおり可決）
会 大津合同庁舎

２２．６．１０ 議第４号 中・長期経営計画の策定につき議決を求めるこ
滋賀県 とについて （原案どおり可決）
大津合同庁舎

２３．２． ７ 議第１号 相手方滋賀県に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

滋賀県 議第２号 相手方大阪府に係る特定調停の合意につき承認
大津合同庁舎 を求めることについて （原案どおり可決）

議第３号 相手方大阪市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第４号 相手方兵庫県に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第５号 相手方神戸市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第６号 相手方尼崎市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第７号 相手方西宮市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第８号 相手方伊丹市に係る特定調停の合意につき承認
を求めることについて （原案どおり可決）

議第９号 相手方阪神水道企業団に係る特定調停の合意に
つき承認を求めることについて

（原案どおり可決）

２３．３．２８ 議第10号 平成22年度事業計画の変更および収支補正予算
につき議決を求めることについて

滋賀県 （原案どおり可決）
大津合同庁舎 議第11号 平成23年度事業計画および収支予算につき議決

を求めることについて （原案どおり可決）
議第12号 旧農林漁業金融公庫を相手方とする特定調停を

取り下げるにつき議決を求めることについて
（原案どおり可決）

議第13号 副理事長の選任を求めることについて
（平成23年4月1日付中瀬忠男氏を副理事長に選
任）

報第１号 特定調停にかかる各関係自治体・団体の議会に
おける議決状況について
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（３）会議・その他事項

年 月 日 事 項

２２．５．１３ 監事監査予備調査 （大津市）

５．１９ 監事監査 （大津市）

５．２１ 造林公社担当主管課長等会議 （大津市)

５．２８ 造林公社理事会、通常総会 （大津市）

６．１０ 造林公社理事会 （大津市）

６．１４ 全国森林整備協会総会 （東京都）

７． ６ 林業公社会計基準策定に係る担当課長等会議 （東京都）

７． ８ 森林整備法人全国協議会近畿ブロック会議 （兵庫県）

９． ５ 滋賀県総合防火訓練参加 （草津市）

１０．6～7 低コスト路網生産システム現地検討会 （多賀町）

１０．１２ 滋賀県監査委員予備調査 （大津市）

１０．２８ 琵琶湖環境部部門研修（一般研修） （大津市）

１１． ４ 滋賀県監査委員監査 （大津市）

１１．１１ 第８回特定調停期日 （大阪市）

１２． ２ 第９回特定調停期日 （大阪市）

１２．２４ 第10回特定調停期日 （大阪市）

２３．１． ６ 第11回特定調停期日 （大阪市）

１．２４ 造林公社担当主管課長等会議 （大津市)

１．２６ 琵琶湖環境部部門研修（人権研修） （甲良町）

２． ７ 造林公社理事会、臨時総会 （大津市）

３． ２ 林業公社会計基準策定に係る実務担当者研修会 （東京都）

３．１８ 造林公社担当主管課長等会議 （大津市)

３．２８ 造林公社理事会、通常総会 （大津市）

３．３０ 第12回特定調停期日 （大阪市）
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（４） 資金関係
①長期借入金 単位：円

②弁済合意書債務分 単位：円

備考

 特定調停

 借入分

滋賀県

旧農林公庫

損失補償分
32,627,641

5,107,563,312918,935,688

32,627,641

14,763,821,007

員

合計

383,342,311

618,473,714

1,431,922,089 7,994,615,072

0 508,262,773

2,860,432,040

78,760,936

0 2,860,418,938

0

8,201,128,024 0

0

110,210,941 0

11,387,484

68,293,2640 315,049,047

0 42,008,094

0

0

9,113,933 0

194,095,965 0

17,074,014 0

0 0

325,618,840

63,888,559

尼崎市

西宮市

伊丹市

519,714,805

95,834,950

0 52,501,075

51,122,027

阪神水道企業団

社

兵庫県

神戸市

大阪府

大阪市

期末
未払利息

等

6,026,499,000

3,486,159,000

3,486,159,000

1,431,922,089 0

625,726,960 0

625,740,062 0

0

0

通常借入分

0

0

前期末
残高

当期末
残高

借　入　先
当期

増加額
当期

減少額

0 1,431,922,089 0

前期末残高 当期増加額 当期減少額 計

12,406,152,110 284,460,903 12,690,613,013 0
滋 賀 県

備考
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③ 補助金 単位：円

事 業 名 金 額 備 考

公的森林整備推進事業 40,046,510
（間伐、病害虫獣防除等）

野生鳥獣被害防除事業 855,750
（病害虫獣防除）

森林整備加速化・林業再生基金事業 21,122,650
（間伐、病害虫獣防除）

計 62,024,910

公的森林整備推進事業（利用間伐） 4,102,575

単県間伐材有効活用事業（利用間伐） 572,000

計 4,674,575

合 計 66,699,485

６．社員および出資金
（１）基本財産 単位：千円

出 資 金
区 分 社員数 備 考

口 数 金 額

滋 賀 県 1 800 8,000

滋賀県下の市町村 11 270 2,700

滋賀県森林組合連合会 1 10 100

大 阪 府 1 300 3,000

大 阪 市 1 300 3,000

兵 庫 県 1 60 600

神 戸 市 1 12 120

尼 崎 市 1 44 440

西 宮 市 1 6 60

伊 丹 市 1 7 70

阪 神 水 道 企 業 団 1 71 710

計 21 1,880 18,800 出資金増減なし

(注)社員名簿別紙のとおり

（２）普通財産 単位：千円

出 資 金
区 分 社員数 備 考

口 数 金 額

滋 賀 県 1 57,980 579,800
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（３）社員名簿
（平成23年4月1日現在）

代 表 者 名 代 表 者 名
社 員 名 社 員 名

職 名 氏 名 職 名 氏 名

滋 賀 県 知 事 嘉 田 由紀子 滋賀県森林 代表理事
組合連合会 会 長 松 山 正 己

大 津 市 市 長 目 片 信
大 阪 府 知 事 橋 下 徹

彦 根 市 〃 獅 山 向 洋
大 阪 市 市 長 平 松 邦 夫

湖 南 市 〃 谷 畑 英 吾
兵 庫 県 知 事 井 戸 敏 三

甲 賀 市 〃 中 嶋 武 嗣
神 戸 市 市 長 矢 田 立 郎

東近江市 〃 西 澤 久 夫
尼 崎 市 〃 稲 村 和 美

米 原 市 〃 泉 峰 一
西 宮 市 〃 河 野 昌 弘

長 浜 市 〃 藤 井 勇 治
伊 丹 市 〃 藤 原 保 幸

高 島 市 〃 西 川 喜代治
阪神水道

日 野 町 町 長 藤 澤 直 広 企 業 団 企 業 長 山 中 敦

愛 荘 町 〃 村 西 俊 雄
２１団体

多 賀 町 〃 久 保 久 良

７．役 員

区 分 前年度末現在 当年度末現在 備 考

理 事 １２ 人 １２ 人

監 事 ２ ２

計 １４ １４

（注）役員名簿別紙のとおり

８．職 員

前年度末現在 当年度末現在 備 考

１８ 人 １８人 副理事長（事務局長兼務）
（４） （４） を含む

（注） 1．職員は、全員びわ湖造林公社職員を併任
2．（ ）内は、内数であり滋賀県からの派遣職員を示す
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９．役員名簿

役員名 選  任  区  分 現職名

滋 賀 県

琵 琶 湖 環 境 部

技 監

滋 賀 県

総 務 部 長

滋 賀 県

琵琶 湖 環 境 部 長

大 阪 府

政 策 企 画 部 長

兵 庫 県

総 合 政 策 室 長

阪神 水 道 企 業 団

企 業 長

※任期：平成20年9月7日～平成23年9月6日

（平成23年4月1日現在）

理事長 嘉  田  由紀子
・滋賀県知事（定款第12条第2項第１号）
・理事長は滋賀県知事とする。
（定款第12条第4項）

滋 賀 県 知 事

氏　　　名

副理事長   泉    峰  一

・社員の代表者のうちから総会で選任された者
（定款12条第2項第4号）
・副理事長は、理事が互選する。
（定款第12条第5項）

米 原 市 長

〃 中　瀬　忠　男

・滋賀県知事の指名する滋賀県職員
（定款12条第2項第2号）
・副理事長は理事が互選する
（定款第12条第5項）

理事   漣 　 藤  寿
滋賀県知事の指名する滋賀県職員
（定款第12条第2項第2号）

〃 正　木　仙治郎 〃

〃 幸  田  武  史
下流団体の社員のうちから選出された者
（定款第12条第2項第3号）

〃 高　井　芳　朗 〃

〃 山　中  　敦 〃

〃 中　嶋　武　嗣
社員の代表者のうちから総会で選任された者
（定款第12条第2項第4号）

甲 賀 市 長

〃 西　澤　久　夫 〃 東 近 江 市 長

〃 藤  井  勇  治 〃 長 浜 市 長

〃 西　川　喜代治 〃 高 島 市 長

監事 吉　田　正　子
滋賀県知事の指名する滋賀県職員
（定款第12条第7項第1号）

滋賀県会計管理者
(兼）会計管理局長

〃 久　保　久　良
総会で選任された者
（定款第12条第7項第2号）

多 賀 町 長


